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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公開番号】特開2011-211015(P2011-211015A)
【公開日】平成23年10月20日(2011.10.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-042
【出願番号】特願2010-78239(P2010-78239)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/10     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １３０　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １８６　

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月21日(2013.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層と、
　前記半導体層の上に設けられた光反射層と、
　前記光反射層を覆うように無電解めっき法により形成された保護層と
　を備えた半導体発光素子。
【請求項２】
　前記光反射層は銀（Ａｇ）または銀合金からなり、
　前記保護層はニッケル（Ｎｉ），銅（Ｃｕ），パラジウム（Ｐｄ），金（Ａｕ）および
錫（Ｓｎ）のうちの１種、またはそれらの元素を２種以上含む合金からなる
　請求項１記載の半導体発光素子。
【請求項３】
　前記光反射層と前記保護層との間に金属層を備えた請求項１記載の半導体発光素子。
【請求項４】
　前記金属層と前記保護層との間にキャップ層を備えた請求項３記載の半導体発光素子。
【請求項５】
　前記保護層は、ニッケル（Ｎｉ），銅（Ｃｕ），パラジウム（Ｐｄ），金（Ａｕ）およ
び錫（Ｓｎ）のうちの１種、またはそれらの元素を２種以上含む合金からなる
　請求項３記載の半導体発光素子。
【請求項６】
　前記半導体層は、ｎ型半導体層と、活性層と、ｐ型半導体層とを含む積層構造を有する
請求項１記載の半導体発光素子。
【請求項７】
　半導体層の上に光反射層を形成する工程と、
　前記光反射層の上にめっき下地層を形成したのち、保護層を、そのめっき下地層を利用
した無電解めっき法により前記光反射層を覆うように形成する工程と
　を含む半導体発光素子の製造方法。
【請求項８】
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　前記保護層を、前記めっき下地層、前記光反射層および半導体層のうちの少なくとも１
つを基点として成長させる
　請求項７記載の半導体発光素子の製造方法。
【請求項９】
　前記めっき下地層の露出面積を変化させることにより、前記保護層の平面形状および断
面形状を調整する
　請求項７記載の半導体発光素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記めっき下地層の構成材料を選択し、前記めっき下地層の表面電位を変更することに
より、前記保護層の平面形状および断面形状を調整する
　請求項７記載の半導体発光素子の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の半導体発光素子は、半導体層と、この半導体層の上に設けられた光反射層と、
この光反射層を覆うように無電解めっき法により形成された保護層とを備えるものである
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の半導体発光素子では、光反射層を覆う保護層が無電解めっき法により形成され
ためっき膜からなるようにしたので、その保護層は所定の位置に精度良く配置され、かつ
高精度な寸法を有すると共に緻密な組織を有することとなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の半導体発光素子の製造方法は、半導体層の上に光反射層を形成する工程と、そ
の光反射層の上にめっき下地層を形成したのち、保護層を、そのめっき下地層を利用した
無電解めっき法により少なくとも光反射層を覆うように保護層を形成する工程とを含むも
のである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の半導体発光素子の製造方法では、半導体層上の光反射層の上にめっき下地層を
形成したのち、保護層を、そのめっき下地層を利用した無電解めっき法により光反射層を
覆うように形成するので、その保護層は高い寸法精度およびアライメント精度を有すると
共に緻密な組織を有するものとなる。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の半導体発光素子およびその製造方法によれば、無電解めっき法により形成され
た機械的強度の高い保護層によって、半導体層の上に設けられた光反射層を確実に覆うこ
とができる。したがって、高い反射率を有する銀などによって光反射層を構成しつつ、そ
の光反射層の酸化防止やエレクトロケミカルマイグレーションの防止を確実に図ることが
できる。その結果、寸法の微小化に対応しつつ、高い信頼性を有する半導体発光素子の提
供が可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　ｐ型コンタクト層２７の上面の一部には、光反射層３１が設けられている。光反射層３
１は、無電解めっき法により形成されためっき膜である保護層３２によって完全に覆われ
ている。保護層３２は、例えばニッケル（Ｎｉ），銅（Ｃｕ），パラジウム（Ｐｄ），金
（Ａｕ）および錫（Ｓｎ）のうちの１種、またはそれらの元素を２種以上含む合金によっ
て構成される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　光反射層３１の上面には、金属層３２Ａが設けられている。この金属層３２Ａは、保護
層３２を無電解めっき法により形成する際のめっき下地層（めっきシード層）として機能
するものである。金属層３２Ａの構成材料は、例えばニッケルまたはニッケル合金である
。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
［本実施の形態の作用・効果］
　このように、本実施の形態では、光反射層３１を覆う保護層３２が無電解めっき法によ
り形成されためっき膜からなるようにしたので、保護層３２は高精度な寸法を有すると共
に緻密な組織を有することとなる。さらに、保護層３２を形成するにあたり、めっき下地
層としての金属層３２Ａを予め形成し、めっき浴との電気化学反応により金属層３２Ａの
周囲領域におけるｐ型コンタクト層２７の表面上にもめっき成長を生じさせるようにした
ので、保護層３２のアライメント精度が向上する。特に、金属層３２Ａの組成を変化させ
たり、その表面積を変化させたりすることによって金属層３２Ａの表面電位を調整し、め
っき浴中の金属イオンの吸着力（金属イオンを金属層３２Ａに引き寄せる化学力）を調整
すれば、よりいっそう寸法精度やアライメント精度が高い保護層３２が得られる。すなわ
ち、本実施の形態の発光ダイオードおよびその製造方法によれば、無電解めっき法により
形成された機械的強度の高い保護層３２によって、半導体層２０の上に設けられた光反射
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層３１を隙間無く確実に覆うことができる。したがって、高い反射率を有する銀（Ａｇ）
などによって光反射層３１を構成しつつ、その光反射層３１の酸化防止やエレクトロケミ
カルマイグレーションの防止を確実に図ることができる。その結果、全体構造の寸法の微
小化に対応しつつ、高い信頼性を実現することができる。
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